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            午前１０時００分 開会 

○議長（三浦三一君） 議事に先立ちまして、理事者より反訴の提起についての議案説明

の申し出がありました。説明を求めます。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、説明をさせていただきます。 

 ８月２６日の議会運営委員会終了後に、追加提案としてお願いをいたしたい案件があり

ますので、概要を説明させていただきます。 

 議案名につきましては、反訴の提起についてであります。 

 概要を申し上げますと、平成２０年５月１日●●●●●株式会社の大型トラックが、中

大久保谷橋西詰め交差点、市役所のすぐ北側手にあります橋でありますが、その交差点を

東から南へ左折の際、阿波市役所の看板に接触する事故が発生をし、車両と看板が破損を

いたしました。相手方の●●●●●株式会社は、看板設置高が３．５メートルと低かった

ことが事故の原因であり、市の瑕疵であるとして、平成２１年１月２９日に車両の修理代

５２万２，９００円、それと代車の使用料２４万３，６００円等の支払いを求める損害賠

償の訴えを起こしております。 

 市は、全国町村会総合賠償補償保険、損保ジャパンですが、の顧問弁護士に対応を委任

し、看板は車両の走行に何ら障害とならない位置に設置されていることから、運転手が安

全確認を怠り、または運転操作を誤ったことが事故の原因であるとして、損害賠償責任を

負わないと主張をいたしました。また、看板の破損により、市も損害を受けていますの

で、損害賠償請求するよう弁護士のほうから指導がありました。そういったことで、●●

●●●株式会社に対しまして、看板の修理代７万５６０円等の支払いを求め、反訴を提起

することとし、地方自治法第９６条の規定によって議会の議決を求めるものであります。 

 この案件を議会の最終日に追加提案としてご提案をさせていただきますので、議決をい

ただきますようによろしくお願いいたしたいと思います。 

 簡単ですが、概要の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 現在の出席議員は２２名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 ただいまから平成２１年第３回阿波市議会定例会を開催いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 
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 日程に入る前に先立ち、諸般の報告をいたします。 

 最初に、特別委員会関係について報告いたします。 

 去る７月２８日午前１０時より、公営施設民営化特別委員会が開催され、出席いたしま

した。 

 次に、組合議会関係について報告いたします。 

 去る７月３１日徳島市で徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合議会臨時会、８月２

６日に上板町で平成２１年第２回板野郡西部学校給食組合定例会が開催され、出席いたし

ました。 

 また、８月５日徳島中央広域連合組合より、平成２１年度主要事業の取り組み状況を議

長室において組合議員出席のもと、説明を受けました。 

 次に、諸会合について報告いたします。 

 去る６月２５日阿波警察署において阿波市防犯協会総会、７月２１日徳島市で平成２１

年度第十堰建設促進期成同盟会総会、８月６日阿波市防災会議を開催され、出席いたしま

した。 

 以上の件の詳細については、議会事務局に関係書類を保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、監査委員から、平成２１年５月、６月、７月分の例月現金出納検査及び監査結果

報告書が提出されております。関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、５月２３日より８月２６日に開催された議会運営委員会までに受理いたしました

陳情書などは、既に配付のとおりであります。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり議案などの提出通知がありましたので、ご報告い

たします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（三浦三一君） 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第８１条の規定により、３番江澤信明君、４番正木文男君の
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両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（三浦三一君） 日程第２、会期の決定について議題といたします。 

 会期の決定については、８月２６日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 吉田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉田 正君） おはようございます。 

 議長の指名がありましたので、議会運営委員会の協議結果について報告をいたします。 

 平成２１年第３回阿波市議会定例会の運営協議のため、去る８月２６日午前１０時より

第１委員会室において、議会側から正副議長及び委員８名、理事者側から野崎市長、三宅

副市長、八坂総務部長などの出席のもと、運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期は、慎重に協議いたしました結果、本日から９月２４日までの２

３日間と決定いたしました。議事日程につきましては、既に配付してあります日割り表の

とおりでございます。 

 なお、議案第５７号平成２０年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について審査するた

め、決算審査特別委員会を委員８名で設置することに決定いたしましたので、よろしくお

願いをいたします。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑の締め切りは、９月３日の１２時となっております。

円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願いし、議会運

営委員長の報告といたします。 

○議長（三浦三一君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から９月２４日までの２３日間とすることにご異議あ

りませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦三一君） 異議なしと認めます。よって会期を本日から９月２４日までの２

３日間と決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（三浦三一君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 
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 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 開会に当たり、ごあいさつと行政報告を申し上げたいと思います。 

 本日、平成２１年第３回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはお

忙しい中ご出席をいただきありがとうございます。また、日ごろは行政全般にわたり格別

のご支援、ご協力を賜りまして、厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 冒頭に、去る８月９日から１０日にかけての台風９号に伴う集中豪雨により被災された

皆様に、まずもってお見舞いを申し上げたいと思います。 

 今回の豪雨は、中四国や近畿圏において甚大な被害をもたらしましたが、本市において

も降り始めからの降雨量が３８０ミリを超える記録的な豪雨となり、徳島県土砂災害警戒

情報等が発表されたところであります。 

 市では災害対策本部を設置し、地域住民の皆様や消防団を初め、各種防災関係機関との

連携を図りながら、避難勧告の発令など、的確な情報発信と災害防止の対応に努めまし

た。幸いにして人的被害は免れましたが、家屋の浸水や土砂崩れなど、市内各所で大きな

被害となりました。災害後の対応として、現在、被災箇所の早期復旧に努めております

が、近年の気象の変化により、予想をはるかに上回る豪雨被害が全国各地で発生している

ところであり、今後とも市民生活の安全・安心を守るため防災力の強化に努めるととも

に、水害防止に向けて、より一層の対策強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、近い将来に南海東南海地震の発生が予想されている状況下におきまして、地震災

害への対策も重要課題となっており、児童・生徒の安全確保はもとより、災害時の緊急避

難施設としての機能確保のための学校教育施設の耐震補強につきましては、倒壊の危険性

の高い建物から順次耐震補強と大規模改造工事を実施しているところであります。さきの

６月議会で請負契約の締結についての議決をいただきました土成中学校屋内運動場改築工

事につきましても、去る７月１３日に起工式を行い、順調に工事が進んでいるところであ

ります。今後におきましても、学校教育施設の耐震化率１００％を目指し、耐震補強事業

を計画的に推進してまいりたいと考えております。 

 なお、発注がおくれ、ご心配をいただいておりました吉野ウオーターパーク改修工事に

つきましても、早期完成のめどが立ち、今年度少しの期間でございますけれども、一般開

放が可能となりますので、あわせてご報告をいたします。 

 次に、本定例会には、平成２０年度決算関連の案件を提出させていただいております。 
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 ２０年度の決算状況につきましては、実質赤字比率の対象となる一般会計等につきまし

ては、５億２，１４１万４，０００円の黒字、連結実質赤字比率の対象となる全会計の収

支合計については１３億９，６２４万６，０００円の黒字で、両比率とも該当値がなく、

財政の健全性を保っております。また、実質公債費比率は１１．７％、将来負担比率は７

３．７％となっておりまして、両比率についても早期健全化基準内で運営されており、公

営企業会計に係る資金不足比率についても、資金不足は生じておりません。 

 このように、平成２０年度決算におきましては、厳しい財政状況下でありますが、適正

な財政運営を維持することができました。今後におきましても、引き続き行財政改革を推

進し、長期的視点に立って、効率的で持続可能な財政運営を確立するため、財政健全化に

努めてまいりますので、議員各位のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 次に、産業振興についてでありますが、今我が国を取り巻く社会・経済情勢は、１００

年に一度の経済危機と言われており、本市においても商工業や農業などの地域産業を取り

巻く状況は非常に厳しいものがあります。このため、本市では、地域活性化・経済危機対

策臨時交付金などによる事業を予算化し、地域産業の活性化を図るべく事業を進めている

ところであります。また、本市は、農業を中心に発展してきた町であり、私といたしまし

ても、阿波市の農業を何とかして活性化したいとの思いがあります。今後、農業関係機

関・団体との連携を図りながら、農業者の生の声をお聞きし、専門技術員の配置など、農

業指導体制の確立を図りながら、阿波市の農業を総合的に考えてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、新庁舎建設市民懇話会についてご報告いたしたいと思います。 

 市民懇話会につきましては、これまでに２回の会合を開催しておりまして、第１回目の

会合では、会議の情報公開の方法や検討スケジュールについての協議を行い、第２回目の

会合では、各支所の現状視察を行った後、現状と問題点や新庁舎の必要性についての協議

を行っております。懇話会での協議概要につきましては、広報紙、ホームページを通じ、

市民の皆様に随時情報発信をさせていただいております。市民懇話会では、今後５回程度

開催を予定しており、庁舎建設の基本的な方針や取り入れるべき機能などについて、ご意

見をいただく予定といたしております。 

 次に、市では、時代に即応した行財政運営を確立するため、民間活力活用の観点から、

図書館などへ指定管理者制度の導入を図るなど、各種事務事業の見直しを進めているとこ
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ろであります。中でも、養護老人ホーム吉田荘の民営化につきましては、平成１９年１０

月には養護老人ホーム民営化等検討委員会を設置いたしまして、検討協議を重ねた結果、

本年２月６日には、民設民営を優先し公募する、応募者不在の場合は指定管理者の公募を

行うとの答申をいただいているところであります。この答申を受け、公募要領、日程等に

ついて市の内部で協議を重ねた結果、準備が整いましたので、平成２２年４月１日移管に

向け、移管先社会福祉法人の公募を本年１０月より開始したいと考えておりますので、ご

報告させていただきます。 

 次に、関係行政機関などへの要望活動につきましては、去る７月１７日に四国治水期成

同盟会として国土交通省と県選出国会議員に対して行った要望活動に参加いたしました。

阿波市として、吉野川における無堤地区の早期解消及び内水対策について要望をいたした

ところですが、この件に関しましては、本年９月上旬より堤防整備に向けた事前調査とし

ての測量を実施することになりましたが、今後においては測量結果に基づき早期に工事に

着手するよう、引き続き要望を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、ご報告を申し上げまして、行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 報告第 ３号 平成２０年度阿波市一般会計継続費精算報告書について 

  日程第 ５ 報告第 ４号 平成２０年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率に 

               ついて 

  日程第 ６ 議案第５７号 平成２０年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ７ 議案第５８号 平成２０年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第 ８ 議案第５９号 平成２０年度阿波市老人保健特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第 ９ 議案第６０号 平成２０年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第１０ 議案第６１号 平成２０年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

               算認定について 

  日程第１１ 議案第６２号 平成２０年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳 

               出決算認定について 

  日程第１２ 議案第６３号 平成２０年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 
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               入歳出決算認定について 

  日程第１３ 議案第６４号 平成２０年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１４ 議案第６５号 平成２０年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会 

               計歳入歳出決算認定について 

  日程第１５ 議案第６６号 平成２０年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第１６ 議案第６７号 平成２０年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１７ 議案第６８号 平成２１年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につい 

               て 

  日程第１８ 議案第６９号 平成２１年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

  日程第１９ 議案第７０号 平成２１年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

  日程第２０ 議案第７１号 平成２１年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２ 

               号）について 

  日程第２１ 議案第７２号 阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関す 

               る条例の一部改正について 

  日程第２２ 議案第７３号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第２３ 議案第７４号 阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正に 

               ついて 

  日程第２４ 議案第７５号 土地改良事業の事業計画変更について 

○議長（三浦三一君） 日程第４、報告第３号平成２０年度阿波市一般会計継続費精算報

告書についてから日程第２４、議案第７５号土地改良事業の事業計画変更についてに至る

計２１件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、報告案件２件、平成２０年度の決算認定１１件、平成２
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１年度補正予算案件４件、条例案件３件、その他案件１件の計２１件であります。 

 まず、報告第３号平成２０年度阿波市一般会計継続費精算報告書につきましては、平成

２０年度に終了しました継続費について、精算報告書を調製しましたので、地方自治法施

行令第１４５条第２項の規定により報告するものです。 

 次に、報告第４号平成２０年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率については、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、

健全化判断比率及び資金不足比率について報告するものです。 

 次に、議案第５７号平成２０年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第

６６号平成２０年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの１０件の

決算認定につきましては、平成２１年７月２９日、３０日の両日に監査委員の決算審査に

付しましたので、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定をお願いするもの

です。 

 次に、議案第６７号平成２０年度阿波市水道事業会計決算認定につきましても、平成２

１年７月２３日に監査委員の決算審査に付しましたので、地方公営企業法第３０条第４項

の規定により議会の認定をお願いするものです。 

 次に、議案第６８号平成２１年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９億９，２５０万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８５億７１６万１，０００円とするものです。 

 次に、議案第６９号平成２１年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２１６万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億８，７５４万円とするものです。 

 次に、議案第７０号平成２１年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５５万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，６６５万７，０００円とするものです。 

 次に、議案第７１号平成２１年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６６５万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億４，４３３万４，０００円とするものです。 

 次に、議案第７２号阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の一

部改正については、阿波市ケーブルネットワークが行う業務とその放送施設の保守を法人

等の団体である指定管理者に行わせることができる旨を規定するため、条例の一部改正を
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お願いするものです。 

 次に、議案第７３号阿波市国民健康保険条例の一部改正については、少子化対策の充実

を図るため、出産育児一時金の金額を本年１０月１日から平成２３年３月３１日までの

間、現行の「３５万円」から「３９万円」に引き上げることについて、条例の一部改正を

お願いするものです。 

 次に、議案第７４号阿波市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正については、

乳幼児等医療費の助成について、現行の「１２歳未満児」から「小学校６年生修了」まで

に引き上げるため、条例の一部改正をお願いするものです。 

 次に、議案第７５号土地改良事業の事業計画変更については、土地改良法第９６条の３

第１項の規定により、議会の議決をお願いするものです。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は担当部長等により説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願

い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（三浦三一君） 市長の提案理由の説明を終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） それでは、お手元にお配りしてあります資料に基づいて、順

次説明をさせていただきます。よろしいでしょうか。 

 それでは初めに、報告第３号平成２０年度阿波市一般会計継続費精算報告書についてで

ありますが、これにつきましては、平成２０年度に終了しました継続費につきまして精算

報告書を調製しましたので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するも

のであります。 

 内容としましては、固定資産土地評価基礎資料作成業務であります。この事業は、平成

１８年度から平成２０年度までの３カ年度で、全体計画事業費１，９１０万円のところ、

１，７８３万９，５００円で完了いたしましたので、報告するものであります。 

 続きまして、報告第４号平成２０年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について

でありますが、これにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第２２条第１項の規定により、平成２０年度阿波市健全化判断比率及び資金不足

比率について監査委員の意見をつけて報告するものであります。 

 概要につきましては、まず一般会計等に係る４つの健全化判断比率についてですが、１
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つ目として実質赤字比率について、一般会計等は５億２，１４１万４，０００円の黒字決

算であり、実質赤字額の標準財政規模に対する比率であります実質赤字比率の数値はあり

ませんでした。 

 ２つ目の連結実質赤字比率についてでありますが、対象となります全会計の収支合計は

１３億９，６２４万６，０００円の黒字決算であり、全会計を対象とした実質赤字額の標

準財政規模に対する比率である連結実質赤字比率の数値はありませんでした。 

 次に、３つ目の実質公債費比率についてでありますが、一般会計等が負担する元利償還

金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率である実質公債費比率は１１．７％であ

り、早期健全化基準２５％の範囲内であります。 

 また、４つ目の将来負担比率についてでありますが、一般会計等が将来負担すべき実質

的な負債の標準財政規模に対する比率である将来負担比率については７３．７％であり、

早期健全化基準３５０％の範囲内でありました。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率についてでありますが、すべての公営企業で資

金不足額が生じておりませんので、資金不足比率の数値はありません。 

 以上、報告とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） ここで、日程第５、報告第４号平成２０年度阿波市健全化判断比

率及び資金不足比率について、監査委員の報告を求めます。 

 安友監査委員。 

○代表監査委員（安友治夫君） ご指名がありましたので、報告をいたします。 

 詳しいことにつきましては、お手元の資料の３枚目ですか、そこから後に述べられてお

りますものを見ていただけたらと思っております。 

 ７月２８日に監査を実施いたしましたが、財政課から提示された資料を丁寧に吟味いた

しまして、算出された判断基準、判断比率ですね、それは非常に緻密な資料、それに基づ

いた計算によって正確に出されておりまして、その点問題はないと思います。判断基準数

値が示す阿波市の財政状況は健全であり、問題はないというふうに判断しております。 

 なお、このような数字というか、比率が出てまいりました理由としては、３つほど考え

られると思いますが、１つは、平成２０年度は大きな災害というものが阿波市には全くな

かったということです。それからもう一つは、阿波市がいわゆる市債を発行してしなけれ

ばいけないような大きな金のかかる事業をこの年度はやってないということがあります。

それからもう一つは、平成２０年度世界的な、国際的な不況の年でありますけれども、非
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常に大きな地震が遠くで起こって、まだ津波が阿波市までやってきてないと、財政的に見

ますと、そういうふうな状況なのではないかと思います。したがいまして、このような指

数が出たからということで、阿波市の財政は余裕があるというふうな判断をなさるのは、

多少早計ではないかというふうに思います。 

 また、もう一つのほうの市の公営企業についての資金不足比率についてですが、これに

ついても精査いたしましたが、問題はございません。 

 以上、報告させていただきます。 

○議長（三浦三一君） 以上で報告を終わりました。 

 引き続き、補足説明を求めます。 

 遠度会計管理者。 

○会計管理者（遠度重雄君） おはようございます。 

 それでは、ただいま市長からご提案申し上げました議案のうち、議案第５７号平成２０

年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてと議案第５８号平成２０年度阿波市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第６６号平成２０年度阿波市御所財産

区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの９特別会計につきましては、お手元に資料と

してお配りのＡ３の用紙、こちらですけど、ご用意いただきたいと思います。この歳入歳

出決算表によりまして総括的に決算の概要をご説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。よろしいでしょうか。 

 まず最初に、平成２０年度阿波市一般会計歳入歳出決算表でございますが、左側のほう

になりますが、歳入につきましては、表の一番下の行、歳入合計で申し上げます。予算現

額の歳入合計１９１億８，１７５万２，０００円に対しまして、収入済額の歳入合計１８

１億２，４７１万５２３円となっております。収入済額の主なものといたしましては、一

番上になりますが、１款の市税で、収入済額３５億８，２０７万１，６４６円で、率にい

たしまして１９．８％、中ほどになりますが、１０款地方交付税で、収入済額７４億４，

３０２万円で、率にいたしまして４１．１％、４つ下になりますが、１４款国庫支出金

で、収入済額１５億６，７９９万６，４５０円で、率にいたしまして８．７％、一番下に

なりますが、２１款市債、収入済額１３億１，３２０万円で、率にいたしまして７．２％

となっております。 

 右側の表になりますが、歳出につきましても、表の一番下の歳出合計で申し上げさせて

いただきます。支出済額の歳出合計ですが、１７５億２６５万７，１２８円となっており
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ます。その右側で、翌年度繰越額の歳出合計ですが、１４億６４２万５，０００円となっ

ております。支出済額の主なものといたしましては、上から２番目になりますが、２款総

務費で、支出済額が２３億９３１万２，００８円で、率にいたしまして１３．２％、その

下３款民生費で５１億９，６６９万７，３９６円で、率にいたしまして２９．７％、下か

ら３つ目です、１２款公債費、２１億１，８５６万６，４６７円で、率にいたしまして１

２．１％となっております。 

 表の下になりますが、この結果、歳入歳出差し引き額は６億２，２０５万３，３９５円

となります。この額から翌年度へ繰り越すべき財源１億３８３万６，０００円を差し引き

しまして、実質収支額は５億１，８２１万７，３９５円の黒字額となっております。 

 表の中ほどになりますが、次に平成２０年度阿波市特別会計歳入歳出決算表でございま

すが、国保特別会計を初め、９つの特別会計がございます。その総額で申し上げますと、

予算現額の計９０億２４２万２，０００円に対しまして、収入済額の計９０億８，３１８

万８，９８８円です。その右側、支出済額の計ですが、８９億７６５万９７９円となって

おります。 

 表の下になりますが、この結果、歳入歳出差し引き額は１億７，５５３万８，００９円

となっております。この額から翌年度へ繰り越すべき財源は０円でございますので、実質

収支額も同額の１億７，５５３万８，００９円となっております。 

 なお、一番下の表につきましては、平成２０年度阿波市一般会計・特別会計歳入歳出決

算状況を合計したものでございます。 

 以上、簡単でございますが、議案第５７号から議案第６６号までの補足説明とさせてい

ただきます。ご審議の上、ご認定いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 森本水道課長。 

○水道課長（森本浩幸君） 議案第６７号平成２０年度阿波市水道事業会計決算認定につ

いて、補足説明をさせていただきます。 

 決算書の２ページと３ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出では、収入で第１款水道事業収益の決算額が７億３１１万１

３７円。その下の支出でございます。第１款水道事業費用の決算額が５億９，１７０万

３，０６８円で、差し引き１億１，１４０万７，０６９円の利益を上げております。 

 次に、４ページ、５ページをお願いします。 
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 資本的収支の分でございますが、資本的収入及び支出では、収入で第１款資本的収入の

決算額が３，１６１万７，２７８円、その下の支出でございますが、第１款資本的支出の

決算額は４億９０８万２，４３４円となっており、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額３億７，７４６万５，１５６円につきましては、当年度資本的収支調整額６０６万

７，８５４円、当年度損益勘定留保資金２億１，０３０万２，５２２円、建設改良積立金

１億５，３１８万５，８５７円、減債積立金７９０万８，９２３円で補てんをいたしまし

た。 

 以上、簡単でございますが、補足説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 続きまして、議案第６８号平成２１年度阿波市一般会計補正

予算（第３号）について説明をさせていただきます。よろしいでしょうか。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９億９，

２５０万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８５億７１６

万１，０００円とするものであります。 

 ２項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものです。 

 地方債の補正で、第２条、地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正によるものであ

ります。 

 この第３号補正予算につきましては、主な財源として地方交付税、国県補助金、繰越

金、市債を主な財源としまして、歳出では、児童福祉費、農業費、道路橋梁費、教育総務

費、公共土木施設災害復旧費が主なものとなっております。 

 ６ページをあけてください。 

 第２表地方債補正。追加でありますが、起債の目的として農地債、限度額が３，８６０

万円、起債の方法として証書借り入れ、利率は５％以内、償還の方法として借入先の融通

条件によるものであります。 

 次に、２つ目の変更でありますが、臨時財政対策債につきましては、補正後では８億

８，７７０万円、６，７７０円の増となります。道路橋梁債では、補正後が３億４，５３

０万円、１，６００万円の増、防災対策事業では１，５１０万円、２，２５０万円の減と

なります。学校教育施設等整備事業では、補正後が１億５，６１０万円、３２０万円の増
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となります。補正前の合計が１３億３，９８０万円から補正後では１４億４２０万円とな

ります。 

 続いて、１２ページ、１３ページをお願いします。 

 歳入歳出につきましては、主なものだけ説明をさせていただきますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 まず、歳入の１２ページ、１３ページでありますが、１０款の地方交付税では、補正額

が１，６７８万５，０００円、これは普通交付税であります。 

 続いて、１４款の国庫支出金、２項の国庫補助金でありますが、補正額が４，７４０万

６，０００円であります。 

 次のページをあけていただきますと、主なものとして、児童福祉費の補助金として３，

６０３万８，０００円、これにつきましては、子育て応援特別手当交付金として３，２４

０万円を見込んでおります。 

 続いて、１０款の教育費国庫補助金でありますが、補正額が６，１８８万４，０００

円、これにつきましては、主に地域活性化公共投資臨時交付金で２，９１６万円、安全・

安心な学校づくり交付金では、小学校費補助金として１，０９０万８，０００円、中学校

費補助金として２，１８１万６，０００円を歳入としております。 

 続いて、２項の県補助金でありますが、次のページ、１６ページ、１７ページをお願い

いたします。 

 ６目の農林水産業費県補助金で、補正額が３億９，２１８万６，０００円、これにつき

ましては、主なものとして強い農業づくり交付金として３億９，２２７万１，０００円を

歳入として見ております。 

 続いて、次のページ１８ページ、１９ページでありますが、１９款の繰越金であります

が、これは２億７，９９６万２，０００円、これは前年度からの繰越金を歳入で見ており

ます。 

 続いて、２１款の市債でありますが、１９ページの上にありますように、臨時財政対策

債で６，７７０万円、基盤整備事業債で３，８６０万円、道路新設改良事業債では１，６

００万円が主なものとなっております。 

 続いて、２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 歳出でありますが、２款の総務費、１項の総務管理費ですが、真ん中ごろにあります情

報ネットワーク費、補正額が６７６万１，０００円であります。これにつきましては、右
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にありますように、使用料及び賃借料で２３０万９，０００円、これは著作権でありま

す。次に、工事請負費で２５４万１，０００円、次に返還金、これは国庫補助金の返還で

ありますが、これにつきましては平成１４年に旧の市場町で地域インターネット導入促進

基盤事業で行いました事業、これが国との協議が調いましたので、これの撤去工事を行い

たいと。それに伴う返還金として、１８３万４，０００円国のほうへ返還することになり

ます。 

 続いて、２４ページ、２５ページをお願いします。 

 ３款の民生費、１項の社会福祉費で、２目の障害者福祉費でありますが、補正額が３，

４８６万８，０００円、これにつきましては主なものとして国への償還金利子及び割引料

で１，６２３万７，０００円、これにつきましても、国への返還金として予算を組んでお

ります。また、上の障害者福祉総務費では、２，６７３万１，０００円となっておりま

す。 

 続いて、２６ページ、２７ページをお願いします。 

 その下にあります児童福祉費の児童手当費、補正額が３，５３０万５，０００円、これ

につきましては、歳入でもご説明申し上げましたように、子育て応援特別手当費として

３，２４０万円が主なものとなっております。 

 続いて、次のページでありますが、２８ページ、２９ページ、一番下にあります４項の

生活保護費、これにつきまして６，４５７万５，０００円、これについても国への返還金

ということであります。 

 続いて、３２ページ、３３ページをお願いします。 

 ６款の農林水産業費、１項の農業費、６目の真ん中ごろにあります畜産業費、補正額が

３億９，２２７万１，０００円、これにつきましては、強い農業づくり交付金として３億

９，２２７万１，０００円となっております。 

 続いて、その下の２項の農地費、１目の農地総務費でありますが、補正額が８，０４７

万６，０００円、これにつきましては、主に修繕費１，２５０万円、県への土地改良事業

の負担金５，４５０万６，０００円等が主な歳出となっております。 

 その下の５目の吉野川北岸農業用水費、補正額が９，７６６万８，０００円、これにつ

きましては、各改良区への償還の助成金として９，７６６万８，０００円計上をさせてい

ただいております。 

 続いて、次のページ、３４ページ、３５ページでありますが、下のほうにあります８款
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の土木費、２項の道路橋梁費では、１目の道路維持費では、補正額が１，８２７万３，０

００円、これは主に修繕費等であります。その下にあります道路新設改良費では、補正額

が８，２１０万円、これにつきましては、次のページにありますように、工事請負費で

６，６００万円が主な歳出となっております。 

 続いて、３８ページ、３９ページでありますが、１０款の教育費、１項の教育総務費、

２目の事務局費でありますが、補正額が９，８９１万６，０００円であります。これの主

なものにつきましては、事務局費の中で、設計監理の委託料で６００万円、工事請負費で

９，０３１万５，０００円となります。これについては、太陽光発電を設置するというこ

とでの工事請負費であります。 

 続いて、４２ページ、４３ページをお願いします。 

 一番下にあります１１款の災害復旧費、公共土木施設災害復旧費でありますが、補正額

が１，６００万円、これにつきましては、主に設計監理、工事請負費が主なものとなって

おります。 

 以上、走る走るの説明でありましたが、どうかご審議の上、議決をいただきますように

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） おはようございます。市民部長の笠井でございます。 

 議案第６９号と議案第７０号につきまして、順次補足説明をいたします。 

 議案第６９号平成２１年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてで

ありますが、次のように定めております。 

 第１条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２１６万９，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億８，７５４万円とする

ものでございます。 

 ２番目として、その款項及び金額につきましては、第１表に歳入歳出予算補正によると

いうことで提出させていただいております。 

 それでは、第１表をお開きください。２ページでございます。 

 歳入の主なものは、３款国庫支出金、補正額３５６万８，０００円、９款繰入金、減額

補正でございます、減額の２７３万円。１０款繰越金１，１３３万１，０００円、前年度

からの繰り越しでございます。歳入合計１，２１６万９，０００円でございます。 
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 その歳出の主なものは、３款後期高齢者支援金等、これで補正額が１，０４１万円でご

ざいます。歳出合計１，２１６万９，０００円でございます。 

 以上、ご決議いただけますよう、お願いいたしたいと思います。 

 それでは、議案第７０号をお開きください。 

 議案第７０号平成２１年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでありますが、次に定めるところでございます。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５５万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，６６５万７，０００円とするものでございま

す。款項及び予算金額につきましては、第１表歳入歳出予算補正によるところでございま

す。 

 それでは、２ページをお開きください。 

 第１表歳入歳出予算補正。主なものとして、歳入といたしましては、３款国庫支出金、

減額の３１５万円でございます。繰入金３５万９，０００円でございます。繰越金２４万

１，０００円で、歳入合計は、減額の２５５万円でございます。 

 歳出につきましては、総務費で２５５万円の減額になっております。 

 それで、説明を申し上げますと、１２ページをお開きください。 

 一般管理費で２５５万円減額につきましては、委託料が６３０万円減額いたしまして、

負担金補助のほうで３７５万円を補正しております。これは、集落排水の機能強化適正化

調査業務委託料が減額されます。県土連のほうでしていただきますので、委託料を減額す

るということになりました。それで、負担金のほうとして３７５万円を県土連のほうに負

担金を出すと、こういうふうな予算でございます。 

 議案第６９号、議案第７０号、ご審議のほどよろしくお願いいたします。ご決議いただ

けますようにお願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） おはようございます。 

 続きまして、議案第７１号平成２１年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて補足説明をさせていただきます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，

６６５万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３７億４，４３３万４，０００円と

定めるものでございます。 
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 今回の補正につきましては、６月に１，５００万円の国の補助金として補正をさせてい

ただきましたが、国の補助金から県支出金のほうへ科目変更ということで補正を組みかえ

させていただきました。その際、事業費のほうも、事業補助金の支出金もふえておりま

す。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。 

 ３款の国庫支出金、２項国庫補助金でございます。介護保険事業国庫補助金として１，

５００万円を組んでおりましたが、減額をお願いしたいと思います。 

 ５款の県支出金、３項県補助金として、３目の県補助金が２，６２５万円、県交付金と

して５４０万円となっております。計３，１６５万円、これは内訳として、県補助金とし

て２，６２５万円が、介護基盤として県の補助金に組まれております。また、介護職員処

遇改善等の臨時特例交付金として５４０万円が組まれております。そのトータルが３，１

５５万円となっております。これは、６月に組みました痴呆性９人１ユニットの施設の整

備事業費の、国からでなしに、県を通して補助金を市のほうに交付されるものでございま

す。 

 以上、ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 議案第７２号阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管

理に関する条例の一部改正についてでありますが、本条例改正につきましては、阿波市ケ

ーブルネットワークが行う業務と、その放送施設の保守を法人等の団体である指定管理者

に行わせることができる旨を規定するため、次の３条を加えるものであります。 

 第１７条では、放送施設の管理は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、法

人その他の団体であって市長が指定する者（以下「指定管理者」という）に行わせること

ができると定め、第１８条では、指定管理者にその管理を行わせることができる業務を定

め、第１９条では指定管理者が行う管理の基準を定めるものであります。 

 この施行日等につきましては、公布の日から施行するということであります。 

 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 議案第７３号をお開きください。 

 議案第７３号阿波市国民健康保険条例の一部改正についてでございます。 

 下のところを朗読いたします。 
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 阿波市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。附則に次の１項を加える。これ

につきましては、平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の出産に係る出産育児一

時金に関する経過措置でございます。加える項目は、５として、被保険者または被保険者

であった者が、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間に出産したと

き、出産育児一時金を３５万円とあるものは３９万円とするものであります。「３５万

円」から「３９万円」に出産育児一時金が上がります。こういうことでございます。 

 附則として、この条例は、平成２１年１０月１日から施行するものでございます。 

 理由といたしましては、少子化対策の充実を図るため、出産育児一時金の金額を暫定的

に引き上げるものでございます。 

 以上、議案第７３号をご決議いただけますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 続きまして、議案第７４号阿波市乳幼児等医療費の助成

に関する条例の一部改正について、補足説明をさせていただきます。 

 現在、乳幼児等の医療費助成につきましては、県の補助対象がゼロ歳から７歳未満児、

７歳から１２歳未満児を市単独事業として医療費助成を行っております。平成２１年１１

月１日から、県の補助対象が小学校３年修了までと拡大になるに伴いまして、阿波市にお

きましても、子育て支援の観点から、現行「１２歳未満児」の助成から「小学校６年修了

まで」ということで、６年生の３月３１日までを補助対象にさせていただくものでござい

ます。対象人員は、６年生３５６人のうち約１７８人程度がこの学年修了で補助対象とな

る予定となっております。 

 施行日は、平成２１年１１月１日からをお願いしております。 

 どうぞご審議の上、ご承認よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） それでは、議案第７５号について補足説明をさせていた

だきます。土地改良事業の事業計画の変更についてでございます。 

 土地改良事業の事業の計画変更をしたいので、土地改良法第９６条の３第１項の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。 

 事業の名称は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金基盤整備促進事業でございま

す。地区名が東北地区、施行場所が阿波市阿波町北五味知、南五味知、東柴生、山ノ神で

ございます。 
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 工事の概要といたしまして、農道につきましては、路線数が変更前が５線、変更後が４

線になっております。延長といたしまして、変更前が９３０メーター、変更後７６７メー

ターでございます。 

 排水路につきまして、路線数変更前、変更後１線、延長の変更がございます。変更前が

１８０メーター、変更後が１７０メーターでございます。 

 事業費といたしまして、変更前が１億３，５００万円、変更後が９，４４０万円でござ

います。 

 工期といたしまして、平成１６年度着工、完了が平成２１年度になっております。 

 ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（三浦三一君） 説明が終わりました。 

 ここで、日程第６、議案第５７号平成２０年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定につい

てから日程第１６、議案第６７号平成２０年度阿波市水道事業会計決算認定についてまで

の１１件について監査委員の報告を求めます。 

 安友監査委員。 

○代表監査委員（安友治夫君） 報告を行います。 

 決算についての監査は、７月２９日から３０日まで３日間、十数時間かかりましたけれ

ども、２０年度の決算を見てみますと、予算に基づきまして的確に支出されています。金

銭の出納とか、市の有する財産の管理とか、それから必要な諸帳簿の作成とか、そういっ

た点などもすべて規定どおりにきちんと行われています。 

 平成２０年度は、前小笠原市政の最終年度でありまして、これまでの３年間とほぼ同じ

ように、厳しい財政状況の中で、市債の発行などをできるだけ抑えるような形ではありま

すけれども、最大限の市民へのサービスということを考えて、誠実に努力されているとい

う印象が非常に顕著でありました。 

 阿波市の歳入をふやすという問題がありまして、小さな努力といいましょうか、未収金

の回収とか、そういったものについては、かなり熱心に取り組まれておるのが伺えまし

た。ただ全体として、やはり大きな収入の増加といいましょうか、そういう点でのアイデ

アとか努力、そういったものがもう少しあっていいのではないかなというふうな印象を持

ちました。 

 この決算を見てみましてもおわかりのように、阿波市の場合は、国の財政に対する依存

度が非常に高いです。今度、選挙によりまして責任政党が変わりまして、政党が変わりま
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すと、政策が変わります。政策が変わると、予算が変わって、国から市のほうへ来るお金

の来方というのが全く変わってくるというふうに予測されます。そういうことについて、

やはり市としては、情報の収集とか、それとか国とのつながりのパイプとか、そういった

ものについて今までどおりではだめだという認識を持って取り組んでいただきたいという

ふうに思います。 

 水道会計につきましては、安全な水を安定して安い価格で供給するという趣旨に沿っ

て、きちんと運営されておりました。書類その他、問題がありません。ただ、水道の場

合、旧来の４つの町がそれぞれ持っていた水道の設備、それからいわゆる給水システム、

そういったものを単に集めただけの状態で、今のところ何とかやりくりしてやってきてる

というふうな状況です。したがって、やはり将来起こるかもしれない災害とか、そんなも

のを考えたときには、これをいわゆる中央できちんとコントロールできるようなシステム

を構築しなければいけない、そういうふうな課題を感じておりまして、そのこともお話し

させていただいております。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（三浦三一君） 以上で報告を終わりました。 

 ただいま議題となっております議案中、議案第５７号平成２０年度阿波市一般会計歳入

歳出決算認定については、８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審議することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦三一君） 異議なしと認めます。よって、議案第５７号は、８人の委員をも

って構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審議することに決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条の規定により、議長により指名いたします。 

 委員に、吉川精二君、岩本雅雄君、吉田正君、木村松雄君、森本節弘君、松永渉君、正

木文男君、香西和好君、以上８人を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦三一君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました８人
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の諸君を決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。 

 選任されました委員におかれましては、本日委員会を開催の上、正副委員長を決定して

いただきますようお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時１６分 休憩 

            午前１１時３０分 再開 

○議長（三浦三一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長に吉川精二君、副委員長に香西和好

君が選任されましたので、ご報告いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、９日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午前１１時３１分 散会 

 


